
別紙様式 

秋田県・市町村協働政策会議の協議事項について 

 

団体・部局名 人口戦略部           

 

項  目  名 「秋田移住ブーストキャンペーン」の市町村との連携について 

提 案 要 旨 

「秋田移住ブーストキャンペーン」と各市町村の移住施策に連携して取り組むことで、それぞれの事業の効果を最大限高

める。 

理     由 

（背景等） 

 

県では、本県への移住の流れを加速させるため、令和８年度から２年間限定で「秋田移住ブーストキャンペーン」を実施

する。 

本キャンペーンでは、秋田暮らしの魅力等の効果的なプロモーションや首都圏でのイベントの開催（10/18）により、移

住潜在層の掘り起こしを図るほか、若者や子育て世帯をメインターゲットとしたデジタル商品券の交付により移住の決断を

後押しすることで、総合計画に掲げた「２０２８年社会減１９９０人」の達成に向けてスタートダッシュを切りたいと考え

ている。 

本キャンペーンの実効性を高めるためには、県と市町村がそれぞれの強みや保有する情報・資源を最大限に生かし、一層

の連携強化を図っていく必要がある。 
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●日時：令和８年10月18日(日)

●場所：東京国際フォーラム

●内容：ステージイベント、市町
村ブース、飲食・物販ブース、
体験ブース 等

秋田移住ブーストキャンペーンについて

総合プロモーション
（認知度の向上）

首都圏イベント
（交流・体験機会の提供）

デジタル商品券の交付
（経済的支援）

●統一的なキャッチコピーやロゴ
の使用

●首都圏イベントやデジタル商品
券交付事業のPR

●今の秋田の魅力の発信 等

●移住に係る初期費用の負担軽減
及び定着支援のため、最大110
万円のデジタル商品券を交付し、
移住の決断を後押し

●申請開始：８月～

●交付開始：９月～

知る 交流・体験する 決める・住む

移住における行動変容のステージ

移住施策のメインターゲット

本キャンペーンのメインターゲット

首都圏に在住する本県出身の若者や子育て世帯
首都圏に在住する本県出身者（若者・子育て世帯を含む）

本県に興味のある方、地方移住に興味のある移住潜在層

人口戦略部
移住・定住促進課
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別紙様式 

秋田県・市町村協働政策会議の協議事項について 

 

団体・部局名 産業労働部                

 

項  目  名 陸上風力発電所の安全対策について 

提 案 要 旨 

陸上風力発電所の安全確保に向け、地元の地方公共団体として実施可能な対策を講じていく必要があり、県と関係市町

が連携して取組を進める。 

理     由 

（背景等） 

 

昨年５月に発生した新屋浜風力発電所（秋田市）におけるブレード落下事故から１年足らずで風の王国・男鹿風力発電

所（男鹿市）においてブレード折損事故が発生しており、風力発電に対する県民の不安が高まっている。 

風力発電設備は、電気事業法に基づいて国が安全基準を定めており、点検は、自主保安の原則により、発電事業者に委

ねられているが、県民の不安払拭に向け、安全性を確保するための取組を、県と市町が引き続き連携して進めていく必要

がある。 
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陸上風力発電所の安全対策について 
 

１ 風の王国・男鹿風力発電所事故後の県等の対応 
４月１２日  職員が現地を確認し、事故の経緯や現場の状況等を発電事業者からヒアリング 

４月１３日  注意喚起文書（適切な保守管理と事故発生時の速やかな報告）を県内の全風力発電事業者 

（６０社）に発出 

発電事業者、保守点検事業者、県、男鹿市で現地確認を実施 

４月１４日  経済産業省関東東北産業保安監督部で現地調査を実施 

知事が経済産業省への緊急要望を実施 

 

 

 

 

４月１５日～ 事故と同型の風車が設置され、公園等の人の往来の多い県有地への立入規制を実施（能代市２か

所、由利本荘市１か所） 

 ※メンテナンス事業者の緊急点検等により安全性が確保されるまでの間 

４月２２日  男鹿市長が経済産業省への緊急要望を実施 

 

 

 

 

４月２２日  発電事業者が事故調査委員会を設置 

風力発電設備が設置されている関係９市町と安全確保対策に関する連絡会議を開催 
（※公園や浜辺等の市有地に設置された発電所への立入制限の実施について協力を依頼するとともに、各市町において

も、事故発生後に設置事業者に対し注意喚起を電話や通知文書にて実施済みであること等を共有） 

要望内容 

１ 風力発電設備の緊急点検の実施 

２ 風力発電設備周辺の安全確保対策の実施 

３ 原因の早期究明と安全基準等の見直し 

緊急要望の内容 

１ 事故原因の早期究明 

２ 設備の安全基準及び点検のあり方の速やかな見直し 

３ 緊急時の連絡先としての立地自治体の明確化 

産業労働部 
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２ 県の安全確保に向けた取組 

（１）秋田大学と連携した風力発電設備の先進的点検技術の研究開発 

   期  間  令和８～１０年度 

   研究内容  ＡＩ活用による判定評価に向けた点検データの集積・分析 

（２）県内企業が行う先進的点検機器の導入への助成（補助率１／２、限度額２５０万円／件） 

 

３ 今後の対応 

（１）経済産業大臣に対し、事故原因の早期究明や安全基準等の見直し等を要望予定（５月２９日 知事） 

（２）国の電気設備の安全対策に関する審議会に関する情報等の共有（関係９市町） 

 

【参考情報】 

発電所名    ：風の王国・男鹿風力発電所 

事業会社    ：株式会社風の王国・男鹿（男鹿市）  

所在地     ：男鹿市船越字一向地内  

運転開始時期  ：平成２８年１１月 

風力発電機型式 ：エネルコン社製（ドイツ）Ｅ－８２ 

定格出力    ：７，４８０ｋＷ（１，８７０ｋＷ×４基） 

保守点検事業者 ：株式会社日立パワーソリューションズ 

参考：新屋浜風力発電所ブレード落下事故の事故原因について 

・2017 年の落雷時に電流を地面に逃がせずブレード内部の CFRP 部品が損傷。 

・損傷はブレード内部からのみ確認でき、メンテナンス会社の点検範囲外であったため、通常点検で発見できず。 

・その後の運転により損傷箇所が拡大し、ブレードが折損。 
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別紙様式 

秋田県・市町村協働政策会議の協議事項について 

 

団体・部局名  生活環境部               

 

項  目  名 ツキノワグマによる被害防止対策について 

依 頼 要 旨 

ツキノワグマによる人身被害や農作物被害が毎年発生しており、昨年度は人身被害が 59件(67名)発生し、うち 4名が死

亡している。 

今年も４月に入りクマの目撃件数が大幅に増加していることから、県では 4月 10日に「ツキノワグマ出没注意報」を、4

月 14日に「ツキノワグマ出没警報」を発令し注意喚起を行っているが、5月 5日、今年度初の人身被害が発生した。 

「人の生活圏における人身被害ゼロ」という県の目標は不達成となったが、これ以上の被害を生じさせないよう、引き続

き、県と市町村が連携して、人の生活圏への出没抑制や出没時の体制整備等の総合的な被害防止対策を推進する必要がある。 

理     由 

（背景等） 

 

１ 管理強化ゾーンでの管理捕獲対策 

人の生活圏への出没抑制に向けては、管理強化ゾーンにおける管理捕獲が極めて重要であることから、その捕獲に対し

特別奨励金（1頭当たり 5万円）を支給することとしており、市町村における取組強化をお願いします。 

２ ガバメントハンター等の確保・育成 

国の交付金を活用したガバメントハンター等の確保・育成や、職員の狩猟免許の取得促進などの取組の強化をお願いし

ます。 

３ 被害防止体制の整備 

農作物への被害防止のための電気柵や箱わなの設置、装備品の購入など、国の交付金を活用しながら各市町村の実情に

応じた取組を進めていただくようお願いします。 

４ 県民への情報発信の強化と通学時の安全確保の徹底 

県民の安全・安心の確保に向けて、県や市町村によるクマ被害防止対策に関する情報を一元的に共有し、必要に応じて

発信するため、速やかな情報提供をお願いします。 

また、登下校時の安全確保に向けた取組の強化をお願いします。 

 

 

※参考（その他のクマ対策の概要） 

〇狩猟免許等の取得や銃器購入への支援   

〇AIカメラでクマを判別し通知するシステムやドローン等による出没エリアのパトロールなどの実証 

〇学校、森林、河川等での伐採･藪の刈り払い 〇クマの生態等の調査研究 〇クマダスの運用やスマートフォンアプリの開発 
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県‧市町村間の業務の更なる協働‧連携に向けた取組について 総務部

● 開催時期：１０⽉〜１２⽉

● 場  所：県北‧県央‧県南の３会場（⼀般公開あり）

● 内  容：地域振興局業務の⾒直し状況、

       県や市町村間の連携により最適化が図られる具体の業務について など

３．「今後の⾏政サービスのあり⽅を考える地域懇談会」の開催

● ⽬  的：県と市町村の連携強化による効率的で質の⾼い税務⾏政の実現

● 内  容：衛星画像の共同調達やモデル地域における家屋評価の共同処理など、固定資産税業務の連携の具体化に向けた

       検証

１．「固定資産税事務における広域連携モデル構築事業」の実施

 持続可能な⾏政サービスの提供体制の構築に向け、連携により得られる県と市町村全体のメリットがデメリットをカバーでき
るのであれば⼀体的に実施するという「全体最適」の考え⽅に基づき、今年度は以下の取組を進めてまいりたい。

● ⽬  的：県が⾏う県北町村分の⽣活保護業務における最適な業務のあり⽅の検討

● 参  加  者：県（総務部、健康福祉部、北‧⼭本福祉事務所）、⿅⾓市、⼩坂町、北秋⽥市、上⼩阿仁村 など

● 開催時期：７⽉上旬

２．県北地域の⽣活保護業務にかかる検討会の開催
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秋田県防災基本条例（仮称）の制定について

■近年、全国的に大規模災害が激甚化・頻発化し、本県では、令和4年度

から４年連続で、大雨により甚大な被害が発生している。

■少子・高齢化の進行、地縁的なつながりの希薄化等により地域コミュ

 ニティが衰退傾向にある。

現 状

総務部

課 題

他都道府県の条例制定状況（令和８年２月１日現在）

■23道府県において防災対策に関する条例を制定。

■北海道東北地方８道県においては、震災対策条例

（宮城県）、令和７年度制定予定（青森県）を含めると、

 当県のみ未制定。

有識者の意見

■公助だけでは激甚化・頻発化している災害には対応

しきれないため、自助・共助の意識を高めていく必要

がある。（秋田大学：水田教授）

■人口減少や高齢化により、自助の重要性が高まって

おり、防災・減災行動の更なる促進が必要。（日本赤十

 字東北看護大学介護福祉短期大学部：及川講師）

条例制定の必要性

■本県では、ハード・ソフトの両面から、絶え間なく公助(県、市町村及び防災関係機関が実施する対策)による

取組を続けているところであるが、想定外の大規模災害が発生した場合においては、その限界も懸念される。

■県民一人ひとりの防災意識を高め、自助(自らの命は自らが守る)、共助(地域住民で助け合う)の取組を強化

するとともに、公助の取組とあわせて総合的・一体的に推進し、災害に強い地域社会を構築することが重要。

スケジュール秋田県防災基本条例（仮称）

県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、

◆防災に関する基本理念を規定

◆県民、事業者、自主防災組織、県など防災対策の

 各主体の役割、取組等を明確化

◆県民防災の日、防災週間を規定 等

令和８年５～10月 第１、２回検討会議

１０月       防災シンポジウム等

 12月議会 総務企画委員会に素案を提出

   １２月     パブリックコメント

令和９年１月         第３回検討会議

 ２月       県議会へ条例案を提出

 ３月 条例案の議決

条例の公布・施行

自助

公助共助

災害に強い地域社会の構築

総合的・一体的に

推進

３日分以上

22.1%

２日分以下

38.3%

なし

38.9%

水・食料等の備蓄状況

取り組んでいる

74.5%

取り組んでいない

25.5%

家庭での防災活動

■県内の防災意識は高いとは言えない状況

■防災士の認証登録者数は、1,874名で全国45位(R7年3月末)

■自主防災組織の組織率は、72.0%で全国４4位（R7年度）

■これまでの災害への対応や課題が風化するおそれ

家庭内備蓄（自助） 自主防災組織の訓練（共助）

R7県民意識調査

※制定に向け、県民アンケートを実施予定
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アキタコアベースにおいて、秋田での暮らしや秋田に関心のある人達等に向け、様々な交流イベントや大学
訪問等を実施し「移住潜在層」の拡大を図るとともに、移住・就職・学生就活のワンストップ相談を東京・秋田の
二拠点で切れ目なく行い、本県への移住や回帰を促進する。

県出身者や秋田に興味のある方の関心を惹くイベントの

開催や情報発信
移住・就職相談会の開催、大規模フェアへの出展による潜在

層･関心層への訴求
大学訪問、学内就職相談会への参加による県外大学生への

アプローチ

相談者ニーズに対応した企業求人の開拓、情報提供
市町村や関係機関と連携した秋田暮らしに向けた

きめ細かな支援

東京オフィス 秋田オフィス（R8.4.1アトリオン５階に開設）

コアな情報発信等による移住潜在層･関心層の掘り起こし 移住の実現に向けた支援

首都圏における移住潜在層の掘り起こしと両拠点の連携による一貫した支援を実施

県職員３名＋相談員３名 相談員３名

アキタコアベース（秋田県あきた暮らし・交流拠点センター）について 人口戦略部
移住・定住促進課

概要
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「災害中間支援組織」の設置について 人口戦略部（地域づくり推進課）

課題

多様な支援主体間の活動調整や情報共有等を行うことにより
連携を推進し、効果的な被災者支援を行う。

「災害中間支援組織」･･･被災者のため、自発的かつ組織的に支援
を行うＮＰＯ等の活動をサポートし、行政・社協・ＮＰＯ等などの
セクター間の連携を進め、課題解決のための被災者支援コーディ
ネーションを行う組織

行政・県社協・ＮＰＯ等の三者連携ができる体制を整備

目的

設立目標

○ 活動主体
特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ 
（拠点：遊学舎） ※ 当面は県が運営を支援

○ 活動範囲
秋田県全域（必要に応じて県外での活動も行う）

○ 主な活動内容
【平 時】 ＮＰＯや企業等との連携強化

人材育成
広報・啓発

【災害時】 情報の収集・発信
被災者支援に係る調整
支援物資の受入・管理

【災害後】 被災者への継続した支援の調整

災害の頻発化・激甚化に対し、行政や個人ボランティアのマ
ンパワーやスキルのみでの被災者支援には限界がある。

令和８年度の主な取組

○ 関係機関（県内外の団体等）との連携

○ 情報共有会議（仮称）（３回程度開催予定）

○ 被災者支援コーディネーターの育成（研修）

○ 被災者支援ネットワーク参加団体との勉強会
（県内３地区）

解決策

行政、社協、専門的なスキルを有するNPOや企業など、多様
な主体が連携して取り組むことが必要。

組織の概要

令和8年6月（出水期前）

◎組織の設置・運営にあたり、市町村の皆様のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

(R8.2末現在
97団体)
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地域運営組織の形成に向けた取組について
人 口 戦 略 部

現 状・課 題

⚫ 「元気ムラ」など住民が自主的に地域運営に取り組んだ
地域であっても、活動の担い手不足、利用者（参加者）の
減少により、活動が困難となるケースが顕在化。

⚫ 自治会のみでは、地域コミュニティを維持することが困難
となるケースが、今後、増えるおそれがある。

地域運営組織 （ＲＭＯ：Region Management Organization の略）とは

県 の 取 組 

⚫ R７年度は、市町村を順次訪問し、 地域運営組織（ＲＭ
Ｏ）の必要性等について説明。

⚫ R8年度は、RMOの形成に関する市町村用の手引書の
作成、中間支援者の確保・育成に向けた研修会の開
催を予定。

人口減少下の適応策として
RMO形成に向けた
取組の実施・検討

＜出典：総務省パンフレットを加工して作成＞

➢ 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす
人々が中心となって形成され、

➢ 地域内の様々な関係主体が参加する協議
組織が定めた地域経営の指針に基づき、

➢ 地域課題の解決に向けた取組を持続的に
実践する組織。

県が開催する研修会への参加
（行政職員・集落支援員）

県が作成する手引書への協力
（事例紹介・意見出し等）

依 頼 事 項
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「心が動くあきたの観光」の実現に向けて 観光文化スポーツ部

県の総合計画においては、秋田ならではの体験コンテンツや快適な受入環境の整備、ターゲットに届く効
果的なプロモーションの実施を通じた「心が動くあきたの観光」の実現を掲げ、その成果指標として次の２
つの指標を設定している。高い数値目標を達成するためには、市町村や 、事業者等との足並みを揃えた
取組が不可欠であることから、更なる連携をお願いしたい。

R11目標R10目標R9目標R8目標R6実績

2,3842,1021,8531,6341,270
旅行消費額（国内＋イ
ンバウンド）(億円)

R11目標R10目標R9目標R8目標R6実績

331273226188119
外国人延べ宿泊
者数（千人泊）

○ 繁閑差を解消し通年観光を推進するため、冬季に加え、グリーンシーズンにおける閑散
期（夏休み前まで）について、宿泊クーポンの発行等により誘客を促進する。

○ 本県の観光情報が数多く存在し、検索や予約ができるよう、 ・ サイトへ
の登録支援や国内・海外向け県観光情報サイトの改修等により、「旅マエ」「旅ナカ」に
訴求するデジタル環境の構築を進める。

○ 東アジア、東南アジアの主要５か国（台湾、香港、中国、タイ、韓国）のリピート層を
メインターゲットとして市場ごとのデータ分析に基づいたプロモーションを展開する。

Ｒ８の県の主な取組

＜市町村への依頼事項＞
○ データ収集等によるニーズの把握や「誰に、何を、どのように」届けるかなど、マーケ

ティングを意識しながら、地域の事業者等と連携した観光コンテンツの磨き上げや二次交
通の整備、多言語対応の充実、 への登録促進等を行い、選ばれる観光地づく
りの実現に向け、共通認識を持って取組を進めていただきたい。

冬季、ｸﾞﾘｰﾝｼｰｽﾞﾝの需要
喚起による消費拡大

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

秋田県「得旅キャンペーン」
第一弾
【クーポン配布期間】

2026.5.  7（木）～7.30（木）
【宿泊対象期間】

2026.5.15（金）～7.31（金）

冬季誘客の強化

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

Ｒ７延べ宿泊者数（単位：人泊） Ｒ７外国人延べ宿泊者数（単位：人泊）
ピークの押し上げに
よる全体の底上げ

12

テキストボックス
資料９




あきた農林水産ビジョンの推進についてあきた農林水産ビジョンの推進について

１ 日本の食を支える農業を実現する 2 森の恵みを未来へつなぐ林業・木材産業を実現する

① 産地を支える担い手の確保・育成
・就農希望者の多様なニーズに対応した総合的な就農支援
・地域計画に位置づけられた担い手の規模拡大や複合化への取組を支援

② 需要に応じた米生産と土地利用型作物の生産性の向上
・乾田直播栽培など超省力・低コスト生産の実証
・サキホコレの高品質・安定生産と戦略的な情報発信
・大豆の単収・品質の向上に向けた技術指導の強化

③ 収益性の高い複合型生産構造の確立
・生産基盤の強化により「稼ぐ」園芸・畜産産地へ
・園芸品目の単収向上技術や高温対策技術の普及
・秋田牛の資質向上と生産拡大によるブランド力の強化
・ECSや大豆WCSなどの自給飼料の増産に向けた実証

④ 農畜産物の付加価値向上と販路拡大
・首都圏や関西圏での新たな販路拡大と効率的な物流の構築
・異業種連携による６次化商品の開発・販売支援

① 林業を支える人材の確保・育成
・秋田林業大学校を核とした人材の育成とＡターンの促進
・女性や若者が働きやすい就労環境の整備

② 脱炭素に貢献する再造林の拡大
・造林者と伐採者が連携するネットワークの構築
・森林由来のＪ－クレジットの普及啓発

③ 生産・供給体制の強化と県産材の販路拡大
・県内外における県産材の利用拡大と台湾への輸出促進
・生産管理の効率化に向けたＩＣＴの導入促進

⑤ 脱炭素に貢献する農業生産の推進
・農薬・化学肥料低減体系への転換の促進

⑥ デジタル化等による飛躍的な生産性の向上
・省力化や単収向上に向けた新たなスマート技術の開発
・水田の大区画化や排水対策など農業生産基盤の整備

① 漁業を支える人材の確保・育成
・あきた漁業スクールを核とした人材の確保・育成

② つくり育てる漁業の推進
・収益性の高い魚種の種苗生産・育成技術の開発
・漁港内静穏域を活用した蓄養殖の推進

③ 新たな漁業への挑戦
・海洋環境の変化に対応した漁獲対象魚種・漁法への転換

② 農山漁村ならではの多様なビジネスの創出
・地域資源を活用したオンリーワンビジネスの創出

① 次世代につなぐ持続可能な農山漁村の形成
・農村ＲＭＯの形成に向けた取組への支援
・関係人口の拡大に向けた半農半Ｘの取組への支援

【東南アジアを中心とした農畜産物の輸出拡大】
・令和11年までに輸出額を40億円に拡大
・既存商流の拡大と新規輸出先の開拓
・大手輸出商社と連携したテストマーケティングの実施

南方系魚種「アカアマダイ」

林業大学校での実習の様子

県有種雄牛「宝乃国」

大区画ほ場でのスマート農機の作業

タイでのトップセールス

乾田直播栽培（播種作業）

農泊ビジネス

【官民連携のプラットフォームを核とした担い手の育成】

・水稲などへの就農希望者の呼び込みとマッチング支援
・正規雇用への移行を前提としたトライアル雇用就農の推進
・雇用就農を通じた大型農業機械の免許取得や操作技術の習得

【第50回全国育樹祭を契機とした森づくりの気運醸成】
・実施計画、宿泊・輸送計画の策定
・お手入れ会場（北欧の杜公園）の整備工事
・シンポジウムなどの関連行事の実施

第48回全国育樹祭（宮城県）

POINT

産地を支える担い手

【ツキノワグマの被害防止対策】
・クマとの棲み分けに向けた緩衝帯の整備
・市町村等が行う電気柵や捕獲機材の整備への支援（Ｒ８から生活環境部へ移管）

POINT

POINT

POINT

３ 環境変化に対応した新たな水産業を実現する

４ 活力あふれる明るい農山漁村を実現する

③ 防災・減災対策と施設の長寿命化の推進
・防災重点農業用ため池の防災・減災対策や山地災害の復旧・予防対策等の実施

農林水産部
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▼W-PPPﾚﾍﾞﾙ3.5の４要件
①⾧期契約②性能発注 ③維持管理と更新の一体マネジメント ④プロフィットシェア
専門職員不足に直面する上下水道事業の持続性を確保

①上下水道サービスの持続性と安定供給の確保
②ライフサイクルコストの最適化と財政負担の軽減
③汚水管渠に係る国費支援（交付金等）
④民間事業者の創意工夫や最新技術の活用
⑤官民双方の事務負担の軽減
⑥地方公共団体の体制補完と技術継承

国が進める
水の官民連携
（W-PPP）

 準備期間：令和６年度～令和８年度
 事業開始：令和９年４月～（１０年間）
・第２期の維持管理包括委託をレベルアップ

【事業者選定】令和８年度
・事業範囲（臨海処理区８自治体）
・Ｒ８スケジュール（案）：公募開始7月～事業者選定～契約２月

流域下水道
臨海処理区

第３期
管路維持管理
W-PPP R9.4～

 県と市町村の上下水道を含めた導入検討を開始
・ブロック別の広域型W-PPPスキーム
・上下水道一体型W-PPPスキーム
・ブロック別導入ロードマップ

上下一体
広域型
W-PPP
導入検討

実
施

検
討
開
始

秋田県 潟上市 五城目町 井川町

男鹿市 三種町 八郎潟町 大潟村

秋田県 大館市 鹿角市 八峰町

能代市 北秋田市 小坂町 藤里町

秋田県 横手市 湯沢市 美郷町

大仙市 仙北市 羽後町

秋田県 25市町村 民間事業者

秋田県 民間事業者

秋田県 潟上市 五城目町 井川町

男鹿市 三種町 八郎潟町 大潟村

秋田県 25市町村

全県域
に拡大

県と市町村の間で「生活排水処理事業連絡会議」等を通じて
現状把握と課題の整理を進めます
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別紙様式 

秋田県・市町村協働政策会議の依頼事項について 

 

団体・部局名     警 察 本 部             

 

項  目  名 改正道路交通法の施行等について 

提 案 要 旨 

令和８年４月から自転車への「交通反則通告制度」が導入され、また、同年９月から生活道路の法定速度が30キロメー

トル毎時に引き下げられるなど、県民生活にも影響を与える道路交通法の改正が行われていることから、各市町村において

も情報発信等について協力を依頼するもの。 

理     由 

（背景等） 

 

１ 自転車への交通反則通告制度の導入について 

令和８年４月１日から自転車への「交通反則通告制度」が導入された。 

 自転車を安全・安心に利用してもらうため、県警察では、昨年９月から「自転車ルールブック」を県警察のホームペー

ジに掲載しているほか、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じた広報活動や学校・企業・自治会・老人クラブ等にお

ける講話による啓発活動を実施しているところである。 

また、４月１日から５月31日までの「自転車の安全利用推進運動強調期間」において、自転車の交通ルールを県民に

正しく理解してもらう活動を行っているところであるが、未だ、十分周知されているとは言い難い状況にある。 

  県民に広く周知するため、各市町村で発行している「広報誌」や「デジタルサイネージ」等への自転車の交通ルールの

掲載についてご協力いただきたい。 

 

２ 生活道路における法定速度の引下げについて 

 令和８年９月１日から、住民が日常生活に利用する生活道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる。 

法定速度の引下げは初めてのことであり、円滑な施行のため、各市町村においてもポスターの掲示や広報誌への掲載等、

各種広報媒体を活用した情報発信についてご協力いただきたい。 

また、改正道路交通法施行令では、法定速度を引き下げる対象を「中央線や中央分離帯のない一般道路」としているた

め、何らかの事情により道路管理者による中央線が整備されていない場合は、幅員が広い道路であっても法定速度が引き

下げとなることから、適切な区画線の保守管理をお願いしたい。 
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○　「中学生･高校生向け自転車交通ルールブック」を配布

（２）制度導入後の広報啓発活動

改正道路交通法の施行等について 秋 田 県 警 察 本 部

（１）制度導入後の交通指導取締り状況

○　｢エフエム秋田（ラジオポリス）｣での周知

○　自転車通行方法に関するチラシ

４月１日に交通反則通告制度（青切符）が導入されて以降、警察官が
街頭活動において、自転車利用者に対して実施した指導取締件数

１　自転車への交通反則通告制度の導入（Ｒ８.４．１施行） ２　生活道路における法定速度の引下げ（Ｒ８．９．１施行）

（１）制度の概要

生活道路における自動車の法定速度が60km/ｈから30ｋｍ/ｈに引下げ

～生活道路とは～ 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない道路

これまでどおり、法定速度が60km/ｈとなる道路

○　中央線や中央分離帯などが設けられている一般道路 ○　高速道路の一部車線

中央線や中央分離帯などがない一般

道路は法定速度が３０ｋｍ／ｈとなる。

法定３0

　県内の中学校及び高校に入学した１年生を対象に
高校４８校（5,987人）、中学校101校（5,940
人）に対して、ＪＡ共済から寄贈を受けたルールブッ
クを配布し、自転車の交通ルールの周知を図った

　「自転車は、原則、車道の左側を通行」ということに加え、「歩道通行が
可能な場合」を周知させるため、自転車の通行方法を説明したチラシを作
成して、県警ホームページやＳＮＳの「Ｘ」に掲載したほか、県内各警察署
の中学校及び高校における交通安全教室で配布、活用して周知した

　交通企画課課長補佐がラジオ番組に出演し、「自転車
の安全な利用促進」を取り上げ、交通反則通告制度に
よる青切符の適用、自転車の基本的な交通ルールを説明し、
安全利用を呼び掛けた

（令和８年４月３０日現在）

※　違反行為に対し、検挙に至らないものについて注意喚起のため交付

（2）円滑な施行に向けた取組

県警ホームページ
やＳＮＳに掲載

市町村ホームページ
に掲載

市町村庁舎のデジタル
サイネージに掲載

各種イベントでチラシ
を配布

県民に対する周知

道路管理者との連携

○　県、市町村に文書を送付（R7.8.19)
　・ 中央線のない一般道路における法定速度
　引下げについて説明
　・ 農道、林道、港湾道路等の区画線の整備
　状況について情報提供を依頼

○　秋田県道路交通環境安全推進連絡会議　
　　(R8.3.6)
　　交通規制課の担当者が県、市町村の担当　　
　者に法定速度引下げ及び区画線の整備に
　ついて説明　

○　今後の予定
　　令和８年６月以降、交通規制課から県、市　
　町村に、法定速度の引上げを要すると認め　
　る路線について区画線の整備に関し調整を
　依頼

○　自動車専用道路

違反内容 飲酒運転 携帯電話使用 無灯火 二人乗り 信号無視 一時不停止
自転車安全運転指導票（※） 1 30 32 4 41 156

検挙件数 1 0 0 0 0 0
違反内容 歩道通行 右側通行 歩道通行方法 並進禁止 その他 合計

自転車安全運転指導票（※） 9 153 2 175 82 685
検挙件数 0 0 0 0 0 1
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警察庁・都道府県警察
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html

警察庁 自転車 交通安全

ルールを守って責任ある運転を！ルールを守って責任ある運転を！

自転車に青切符が適用されます自転車に青切符が適用されます令和８年４月１日から令和８年４月１日から

反則金反則金

6,000円6,000円

信号無視信号無視携帯電話使用等（保持）携帯電話使用等（保持）
反則金反則金

12,000円12,000円

これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。

～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～
が対象

16歳以上16歳以上
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自転車の指導取締りの基本的な考え方
自転車の交通違反を認知した場合、基本的には、現場での「指導
警告」を行います。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や
他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な
違反」であったときは、取締りを行います。
指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。

自転車運転者
講習とは

自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある一定の
違反行為（危険行為）を反復して行った者に対して、公安委員会が、交通の危険を防
止するための講習の受講を命じる制度をいいます。
受講の命令に従わなかった者は、５万円以下の罰金に処せられます。
危険行為  信号無視、指定場所一時不停止等、携帯電話使用等、通行区分違反 等

反則行為

青切符 赤切符等

反則金を納付 反則金を不納付

終結

刑事手続へ

出頭・取調べ、
裁判、罰金の納付等

交通反則通告制度 刑事手続

重大な違反※２や
交通事故を起こしたとき
※２ 重大な違反(非反則行為)：酒酔い運
転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電
話使用等(交通の危険)、ひき逃げ等

とは交通反則通告制度
「反則行為※１」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符（反則行為となる
べき事実の要旨等が記載された書面）が交付され、定額の反則金の納付が通告されま
す。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない
（いわゆる「前科」もつかない）制度をいいます。
※１ 反則行為：道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を

行ったと判断できるものとして定められたもの

青切符

反則行為と反則金の一例

3,000円

5,000円

6,000円

7,000円

●並進禁止違反
●軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)

●自転車制動装置不良●無灯火
●指定場所一時不停止等

●安全運転義務違反

●横断歩行者等妨害等
●通行区分違反(逆走, 歩道通行等)
●信号無視

●遮断踏切立入り

12,000円
●携帯電話使用等(保持)
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蕎麦処

表紙裏表紙

生
活
道
路
に
お
け
る
自
動
車
の

法
定
速
度
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
‼

生
活
道
路
に
お
け
る
自
動
車
の

法
定
速
度
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
‼■全国都道府県警察HP

▼生活道路における法定速度の
　引下げについて
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/
seikatsudouro/seikatsudoro.html

▼各都道府県警察本部リンクは
　こちらです
https://www.npa.go.jp/link/
prefectural.html

令和８年９月１日
改正道路交通法施行令施行
（2026年）

警察庁・秋田県警察

6060㎞/h㎞/h
最高速度は、交通の安全と円滑を図るために
あり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、
歩行者、自転車の方々を守ることにつながり
ます。決められた速度の範囲内であっても、
道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運
転するよう心掛けてください。

ドライバーの皆様へ

こんな道は特に気を付けよう！

民家・商店が
多い

天候等で
視界が悪い

カーブが
多い

通学路
である

■警察庁HP

問い合わせ先

生活道路とは？生活道路とは？
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線
や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと
です。

●
●
不
動
産
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中央線

1
道路標識又は
道路標示による
中央線又は
車両通行帯が
設けられている
一般道路

2
道路の構造上又は
柵その他の工作物に
より自動車の通行が
往復の方向別に
分離されている
一般道路

3
高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する
加速車線及び減速車線以外のもの（例として、料金所や一般
道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します）

4

自動車専用道路

以下の道路における自動車の法定速度は
引き続き60㎞/ｈです

以下の道路における自動車の法定速度は
引き続き60㎞/ｈです

道路標識又は道路標示により最高速度が指定
されている道路では、その速度が最高速度とな
ります。
例えば、道路標識により最高速度が 40km/hと
指定されている中央線がない道路では、最高速
度は 30km/hではなく40km/hとなります。

▲中央線がない道路で40km/hの速度標識が
あった場合は、最高速度は40km/hとなる。

▲中央分離帯や中央線があっても速度標識が
50km/hの場合、最高速度は50km/hとなる。

40

50

40

50

最高速度は
40km/h

中央線
（センターライン）

中央線
（センターライン）

車両通行帯車両通行帯

ラバーポールラバーポール

上下線が分離
されたトンネル
上下線が分離
されたトンネル

植栽植栽

ワイヤーロープワイヤーロープ

中央線
（センターライン）

中央線
（センターライン）

従前どおり、道路標識等による
指定がある場合は、その速度に
従ってください

従前どおり、道路標識等による
指定がある場合は、その速度に
従ってください

中央線
（道路標識）
中央線

（道路標識）

最高速度は
50km/h
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※ここでいう自転車は「普通自転車」を指します。

あ
き
た
交
通
安
全
大
使
　
相
場
詩
織
さ
ん
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←自転車の歩道通行可を示す標識

自転車のルールブックは
　 　 　 　 　 こちらから→
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総合計画の推進について（依頼） 

（令和８年度 第１回 秋田県・市町村協働政策会議総会 報告事項） 
 

令和８年５月１８日 

総 合 政 策 課 

 

 この４月から、県の新たな総合計画「秋田県総合計画 ～秋田再興への第一歩～」がスタートして

います。 

 計画の推進に当たっては、地域の実情を踏まえたきめ細かな施策を実施している各市町村との連

携・協働に取り組んで参ります。 

 なお、県では、計画の推進に当たり、計画に掲げる数値目標を月次で把握・分析するなど、短いス

パンで進捗管理を行うこととしています。 

 ついては、この進捗管理に当たり、今後、各市町村において管理されているデータのご提供につい

て、県から依頼をさせていただく場合もあることから、ご協力をお願いいたします。 
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秋田県総合計画

秋田県

〜 秋田再興への第一歩 〜 

2026

2029

新時代に咲き誇る秋田
～ 県民の夢を育み、県民の希望をかなえる～

総合計画の
全体版は
こちらから ▼

イラストレーション：Tossan Land
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成
長
分
野
へ
の
参
入
と

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
よ
り

県
内
企
業
の
挑
戦
を
後
押
し
す
る

施
策
2 産

業
が
成
長
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
と
い
い
な

施策 4

快適で質の高い
生活環境を実現する

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

(ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
)の
実
現
に
向
け
た

地
域
社
会
を
形
成
す
る

犯
罪
・
事
故
の
な
い

誰
も
が
穏
や
か
で

安
全
に
暮
ら
せ
る

地
域
を
実
現
す
る

施
策
3

施策 1

豊かな自然と
良好な環境を
次世代に
継承する

クマとのすみ分けが
進んでいますように

犯
罪
や
事
故
が
な
い
街
に

施
策
2

気
候
変
動
等
に
対
応
し
た

災
害
に
強
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る

持
続
可
能
な

イ
ン
フ
ラ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

実
現
す
る

社会経済活動を支える
インフラを強化する

施策 2

施
策
3

災害に強く、
安心して暮らせる
秋田になっていてほしい

インフラがきちんと整備
されていることはとても重要です

施
策
1

人
口
減
少
を
踏
ま
え
た

街
づ
く
り
を

地域住民が共に助け合っている
秋田であってほしい

交
通
網
が
も
っ
と
充
実
し
て
ほ
し
い

移住・就職で未来を拓く
「あきた暮らし」を実現する

出会いから子育てまで
希望が持てる
社会を実現する

誰
も
が
自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る

魅
力
あ
る
地
域
社
会
を
構
築
す
る

県外からの移住者が
増えてほしい

県
民
の
思
い
を

施
策
に
反
映
し
ま
し
た
！

施策 1

施
策
3

多
様
な
あ
り
方
を
受
け
入
れ
ら
れ
る

社
会
に
な
っ
て
い
て
ほ
し
い

「秋田にいってみたい」
「秋田っていいよね」の
言葉がいっぱい
出ていたらいいな

施策 2

持
続
可
能
な
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
構
築
す
る

複
雑
・
多
様
化
す
る

社
会
課
題
に

対
応
で
き
る
相
談
・

支
援
体
制
を
整
備
す
る

施
策
1

施
策
3

誰もが健康的に自分らしく
暮らせる社会を実現する

施策 2

医
療
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
て
、
子
育
て
が
し
や
す
い
街
に
！

秋田でも医療技術が
進歩していてほしい

世
代
問
わ
ず

み
ん
な
が
元
気
で

活
躍
で
き
る

秋
田
に
な
っ
て
ほ
し
い

「ここにいけば安心」
と思える複数の
窓口が必要だと
思います

全てのこどもの健やかな
心身と自ら学ぶ意欲を育てる

「こどもまんなか社会」を
支える環境を整備する

地
域
社
会
の

発
展
と
産
業

振
興
に
資
す
る

高
等
教
育
機
関
を

活
性
化
す
る

誰もが生涯を通じて
学び活躍できる
環境を構築する

施策 1

施策 3

施策 5
施
策
4

施
策
2

新
時
代
を
た
く
ま
し
く

生
き
抜
く
力
を
育
て
る

一人ひとり、最適な教育が
受けられますように

こ
ど
も
た
ち
が
秋
田
の

魅
力
を
理
解
し
、
住
み
続
け

た
い
と
思
っ
て
ほ
し
い

大人が前向きに挑戦
している姿をこどもたちに
見せることが大切です

日本の食を支える
農業を実現する

森
の
恵
み
を
未
来
へ
つ
な
ぐ

林
業
・
木
材
産
業
を
実
現
す
る

環境変化に対応した
新たな水産業を
実現する

活
力
あ
ふ
れ
る

明
る
い

農
山
漁
村
を

実
現
す
る

施
策
2

施
策
4

農
業
の
D
X
化
・

効
率
化
が

進
ん
で
ほ
し
い

施策 1

施策 3
漁業従事者がもっと増えてほしい

農林水産業が
みんなに誇れる仕事
として定着してほしい

秋
田
の
伝
統
や
生
産
物
の
栽
培
技
術
が

継
承
さ
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い

施策 5

施
策
1

施
策
4

誇りと賑わいあふれる
「スポーツ立県あきた」を
実現する

文
化
芸
術
が
紡
ぐ

彩
り
豊
か
な

秋
田
を
創
り
出
す

「あきたの美酒・美食」の
ブランド力と販売力を 強化する

暮らしと交流を支える
交通ネットワークを構築する

「
心
が
動
く

あ
き
た
の
観
光
」を

実
現
す
る 秋

田
の
魅
力
が

も
っ
と
発
信

さ
れ
る
べ
き
！

施策 3

施策 2

秋田の食など、地域資源を
県民に 再認識してもらうべき

気軽にスポーツを観戦
できる環境になってほしい

徒歩や公共交通機関で、
どこでも行けるようになってほしい 文化芸術に気軽に

触れられる街がいいな

「人への投資」と経営革新により
中小企業の経営基盤を強化する

施策 1

若者が起業しやすい
環境をつくるべき

「秋田で働きたい」という
感覚が全国で生まれ
始めていたらいいな

施
策
3

人
材
を
呼
び
込
む

G
X
関
連
産
業
等
の

集
積
を
図
る

若
者
が
魅
力
を
感
じ
る

企
業
の
誘
致
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す人口の社会減少数

人以下人3,408 1,990 所定内給与額

万円

万円26.5

30.6

売上50億円以上の企業数

社

社132

160

農業産出額

億円2,572

2,659億円

林業産出額

億円187

240億円

漁業産出額

億円30

32億円

旅行消費額

億円

億円1,270

2,384

外国人延べ宿泊者数

千人泊

千人泊

119

331

［現状値］ ［ 2029の目標値］

将来の夢や目標を
持っている児童生徒の割合

81.7

85.0
%

%

認知した
いじめの解消率

88.8

100
%

%

人の生活圏における
ツキノワグマによる
人身被害者数

5 0人 人

健康寿命

年

年

年

年

（2028）

（2028）

72.43

75.67

74.1974.19

77.3477.34

男性

女性

交通事故死者数

33 26人 人以下
0人 人

自然災害による
死者数

0 0件 件

インフラの老朽化に
起因する重大事故件数

0

未来づくり11政策 22政策 33政策 44政策観光・交流 農林水産 産業

健康・医療・福祉 教育・人づくり 防災・減災・
県土強靱化55政策 66政策 77政策 環境・くらし88政策

基本理念

目指す姿

新時代に咲き誇る秋田
～ 県民の夢を育み、県民の希望をかなえる～

寛容・挑戦・安心

みんなの声をカタチに

お問い合わせ

この計画では、基本理念のもと、2040年の
姿を見据えながら、「新時代に咲き誇る秋
田」の実現に向けて、行政分野ごとに体系
化された八つの政策を推進し、本県が抱え
る大きな課題である人口減少問題への対応
に重点的に取り組みます。

県民意識調査や総合計画策定に向けたアン
ケート、SN Sでのコメント、パブリックコメ
ント等に加え、知事と県民の意見交換会や
大学生等とのワークショップにおいて寄せ
られた県民の思いを施策に反映しました。

秋田県 政策企画部 総合政策課
TEL  018 - 860 - 1217   
E-mail   seisaku@pref.akita.lg.jp

0歳～14歳人口

人

人

75,478

64,000

出生数

人

人

3,282

3,210

労働生産性

千円／人

千円／人

千円／人

千円／人

9,289

7,608

11,18911,189

9,1639,163

第2次産業

第3次産業

医療提供体制が不十分
だと感じる人の割合

%

%

27.5

19.919.9

温室効果ガス
排出量

2030に
向けて
着実に削減

地元大学の魅力アップを
図ってほしい

現状値

2029の
目標値

凡例

私
が
30
代
に
な
っ
た
と
き
に

子
育
て
し
や
す
い
環
境
に

な
っ
て
い
て
ほ
し
い

「
あ
き
た
の
未
来
は

あ
な
た
の
声
か
ら

は
じ
ま
る
」

公
式

In
sta

gra
m

あきたの声と夢が集まる
ア
カ
ウ
ン
ト  

たくさんの声が
届いています！
あなたの声を聞かせてください！

秋田のポテンシャルを最大限に
引き出し、“秋田の再興”に向けた
新たな一歩を踏み出します！

※減少を抑制する目標

介護従事者数

人

人

38,758

38,178
※減少を抑制する目標

安全・安心な秋田の食を
PRしてほしい

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

取
組
の
成
果
を
秋
田
の
発
展
に

活
用
し
て
ほ
し
い
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県内のＤＸ推進を加速させるため、県から市町村にデジタル人材を派遣し、市町村のDXの推進等に関する支援を行う

県・市町村によるＤＸ推進体制について 政策企画部

①ＣＩＯ補佐官派遣（６市町）
推進体制構築、全体計画の策定 等

②プロジェクト伴走支援（６市町）
フロントヤード改革、内部事務効率化 等

③スポット相談（９市町村）
セキュリティ対策やIT調達の技術的助言 等

④高度デジタル専門人材研修（11市町村）
職員のＤＸスキル底上げを図る研修 等

市町村向けデジタル人材・ＤＸ支援
（対象市町村確定：委託事業者名

株式会社フィデア情報総研）

①推進体制の統括
課題に応じた最適な人材マッチングと

伴走支援全体のプロジェクトマネジメント

②準備段階の市町村への支援
これからＤＸに取り組む市町村の課題抽出、

ロードマップ提案などの現場支援

ＤＸアクセラレーターによる支援
（全市町村対象 ※ 内容は対象外）

令和６年度

市町村ヒアリング＆
アンケート実施

・現状・課題を整理

令和７年度

県・市町村による
ＤＸ推進体制構築事業

・支援の方向性検討
・先行支援(ＤＸ推進計画等)

令和８年度

ＤＸ推進体制の本格運用開始

・デジタル人材・ＤＸ支援(委託事業)
・ＤＸアクセラレータ※による支援

※総務省が認定した市町村DX支援に
従事する県職員等

＜ 参 考 ＞

◇デジタル人材の育成・確保に関する
基本的な考え方(総務省：抜粋)

○首長等が積極的に関与、人事担当部局と関係部局が
連携

○単独では人材の育成・確保が困難な市区町村への
【都道府県】の支援、市区町村間の連携の強化

◇市町村における特別交付税措置（R7 → R11まで延長)

・ＣＩＯ補佐官等の外部人材の任用等

・デジタル化の中核を担う職員の育成
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１ 民生委員・児童委員とは

民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱
された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉
法に定める児童委員を兼ねています。
 地域住民の「身近な相談相手」や「支援へのつなぎ役」と

 して、活動しています。

○活動例
・高齢者の見守り・子育てや介護に関する相談対応
・福祉制度の紹介や情報提供・こどもたちの健全な成長
のサポート
・自治体の個別避難計画作成への協力 など

２ 現状と課題
・令和７年１２月時点の民生委員・児童委員は、定員
３，４００名に対し、３２４名の欠員が生じており、
担い手不足が心配されている。
・また、委員の年齢が高齢化している。
・要因として、人口減少・少子高齢化に加えて、定年延
長等の働き方の変化が挙げられている。
・活動が平日になる場合もあるため、今後、民生委員・
児童委員の担い手を安定的に確保していくためには、
就労との両立をしやすくする取組が不可欠である。

※補足 県の取組
〇県職員が民生委員・児童委員の活動を行う場合は、特
別休暇（名称：ボランティア休暇（年５日間、時間単
位の取得可能））の利用が可能
〇県知事と県民生児童委員協議会会長との連名で、商工
会議所連合会、商工会連合会及び中小企業団体中央会
へ、活動等に対する協力依頼の文書を発出

健康福祉部（地域・家庭福祉課）

民生委員・児童委員の就任及び活動について

３ 市町村への依頼事項

市町村に勤務される方が民生委員・児童委員に就任し、同
委員として活動される際の特別休暇の付与や職務の免除等、
同委員の就任及び活動が円滑に推進されるよう御配慮をお
願いします。
また、市町村区域内の企業、団体等に勤務される方に対し

同様の配慮がなされるよう、当該企業、団体等への働きかけ
をお願いします。
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地 福 － １ ９ ５ ５ 

秋民児協発第１０５号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 

 

秋田県商工会議所連合会 

 会長 辻 良 之 様 

 

秋田県知事 鈴 木 健 太 

（ 公 印 省 略 ） 

 

秋田県民生児童委員協議会 

会長 柏 木 清 一 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

民生委員・児童委員の就任及び活動に対する支援・協力について（依頼） 

 

 平素より本県及び本会で実施しております民生委員・児童委員の関係事業に御理

解・御協力いただき、感謝申し上げます。 

さて、民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の身近な相談

相手として地域の多様な相談に応じ、その解決に向けて取り組んでいます。近年、ひ

とり暮らし高齢者や障害のある方の生活課題や孤独・孤立の問題、ひきこもり、ヤン

グケアラーの課題など、住民一人一人を取り巻く環境の変化は著しく、複雑かつ多様

化しています。その中で、民生委員・児童委員による見守りや相談支援の重要性はか

つてないほど高まっております。 

本県では、令和７年１２月１日付けの一斉改選により２,４２８名が民生委員・児童

委員に就任され、このうち４７１名が新たに民生委員・児童委員としての活動を開始

されております。 

しかしながら、一斉改選時の充足率は９０.５％に留まり、現在も各市町村において

補充の人選が進められています。 

つきましては、民生委員・児童委員に就任を希望する従業員がいらっしゃる場合に

は、活動への参画に向けた特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

また、１,２７２名の民生委員・児童委員が働きながら活動しており、仕事との両立

を図る方が増加しております。特に、住民に対する相談支援や、定例会等の会議・研

修への出席等の活動に際し、休暇の付与や勤務時間への配慮など、職場としての柔軟

な御対応を御検討いただけますと幸いです。 

本県及び本会としましては、住民一人一人が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られる地域共生社会の実現には、行政と民間企業等による密接な連携が欠かせないも

のと考えております。貴会ならびに会員企業の皆様におかれましては、持続可能な地

域社会を支えるパートナーとして、民生委員・児童委員の活動に御理解いただき、地

域福祉全般の円滑な推進に引き続き御支援、御協力を賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

【参考】根拠法令(抜粋) 

 

民生委員法 

第１条 民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、

及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。 

第５条 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 

 

 

児童福祉法 

第１６条 市町村の区域に児童委員を置く。 

２ 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充て

られたものとする。 

３ 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

 調整・地域福祉チーム 小林・山谷 

 TEL 018-860-1342  FAX 018-860-3844 

秋田県民生児童委員協議会 

事務局（秋田県社会福祉協議会内） 石岡 

 TEL 018-864-2714  FAX 018-864-2742 
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令和８年７月２６日 (日 ) ～令和８年８月１日 (土 )
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日

時
日令和   年8　   月    　 日7  26

※雨天時や荒天時は、パレードを中止いたします。中止する場合は大会公式ウェブサイトでお知らせします。

出発式 17:25 ～ 17:35
パレード 17:35 ～ 18:30

（予定）

15:30～19:30※周辺道路の交通規制を予定しています。 　　　　　　　　　（予定）

開会行事 パレード

開催主会場及び開催日程
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